
広報るもい　2016（平成 28）年 ■７月号

 凡例 →　　日程・日時　　　場所・会場　　　対象　　　定員　　　 費用　　　内容　　　申込方法など
　　　　　　問い合わせ　　　電話　　　　ファクス　　　ホームページ　　　　メールアドレス問 FAX ＨＰ メール

日 所 対 定 費 内 申

▼市民を対象にした無料法律相談会を開催します。
旭川弁護士会に所属する弁護士が、皆さんの相談に
対応します。
　相談会に参加するために
は、前日までに下記へ予約
が必要です。また、参加予
約は先着順となります。
　　７月 20 日　  　
　　13：00 ～ 16：00（30 分× 6 枠分）
　　保健福祉センターはーとふる１階１号会議室
　　７月 19 日　 まで（土・日曜、祝日を除く）
　　市・市民課　　　５６-５００３

「留萌市内無料法律相談会」のご案内暮らし

問

日

所
申
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家政婦さんをご紹介するために、家政婦さんと
して働いてみたい方の登録を受け付けています。

家事のお手伝いからお年寄りの介護まで
皆さんの生活をサポートします

家政婦さんをご紹介します

江戸薬局
ハウスキーパーバンク留萌市錦町 3 丁目

☎42-0697 ☎42-0697お問い合わせは 

江戸薬局
グループ 

（江戸薬局内）

このような症状の方に
　・急性腎臓炎  ・慢性腎臓炎  ・膀胱カタル（膀胱炎） 
　 ・尿道炎  ・妊娠腎  ・妊娠中毒症
　・感冒その他高熱性疾患後の腎炎  ・高血圧症

 以上の諸症および
　・脚気に起因するむくみ
　・動悸  ・頭痛  ・肩こり  ・めまい  ・耳鳴り

　　留萌南部衛生組合　
　　４３-２５５５
問

▼収集の申し込みは、収集日２日前の午後３時まで
に下記へお願いします。
●７月の粗大ごみ収集日
日 所

「７月の粗大ごみ収集日」についてご　み

・13日 大町、瀬越町、港町、明元町、幸町、本町

・14日 寿町、礼受町、浜中町、沖見町、平和台

・15日 見晴町、宮園町、錦町、開運町、栄町

・27日
三泊町、塩見町、春日町、元町、船場町、
花園町、末広町、旭町

・28日
住之江町、泉町、野本町、千鳥町、元川町、
神居岩、堀川町、高砂町、五十嵐町

・29日
東雲町、緑ケ丘町、南町、潮静、大和田、
藤山町、幌糠町、中幌、樽真布、南幌、
峠下町、東幌

図書館からのお知らせ学　ぶ

▼７月の催しおよび休館日は、下記のとおりとなり
ます。詳しくは、下記へお問い合わせください。
●乳幼児向けおはなし会（おはなし玉手箱）11：00 ～
 ・ ８ 日 　  　　　　 　 
●映画会　10：30 ～
 ・ ９ 日 　 　 　
 ・10 日
 ・ 30 日

 ・31 日　 　 
●休館日 
 ・ 4 日　 ／ 11 日  　／ 18 日　  ／ 25 日　　 月曜休館
 ・29 日　　館内整理休館
　　市立留萌図書館　　　４２-２３００

「おまつり」　　・23 日　　「おさかな」

「おどるポケモンひみつ基地」（アニメ・45 分）
「菊次郎の夏」（邦画・121 分）
「ディズニー モンスターズ・インク」
（アニメ・92 分）
「トイレの花子さん」（邦画・95 分）

問

▼ 6 年前の選挙で選出された議員の任期満了に伴
い、第 24 回参議院議員通常選挙が行われます。
　　公示日　６月 22 日
　　投票日　７月 10 日　　7：00 ～ 20：00
　　●投票できる方
　　①平成 10 年７月 11 日までに生まれた方
　　※
　
　　②

　　●投票できない方
　　①留萌市の選挙人名簿に登録されていない方
※初めて選挙権を得る方で転出・転入した方は、最
　寄りの選挙管理委員会にお問い合わせください。

選　挙 「第 24 回参議院議員通常選挙」について

●期日前投票
　仕事などで投票日に、投票所に行くことができない
方は、期日前投票所（市役所本庁舎１階、正面玄関を
入って右側）で期日前投票を行うことができます。
　　６月 23 日　 ～７月９日　　8：30 ～ 20：00
※投票日の翌日までに 18 歳になる方が投票できます。
●不在者投票
　長期出張のため滞在先の市町村で投票する場合や
指定施設（病院・老人ホームなど）で投票する場合
などは、不在者投票を行うことができます。
　　６月 23 日　 ～７月９日

▼献血のご協力をお願いします。
　　　　巡回日程

※いずれも午後０時 30 分から１時間昼休みとなります。
※天候などで、巡回時刻が変更になる場合があります。
※健康状態などで、献血をお断りする場合があります。
　　市・保健医療課（はーとふる内）           ４９-６０５０

移動献血車「ひまわり号」巡回のご案内暮らし

問

日 所

　　市・選挙管理委員会　　　４２-１９０８　　　http://www.e-rumoi.jp/

▼夏の一大イベント「るもい呑涛まつり」を今年も
開催します。前夜祭、本祭の２日間にかけ、さまざ
まな催しが行われ、留萌の夏を彩ります。
　また、市内各所では、ビアガーデンなどの協賛事
業も行われ、るもい呑涛まつりを盛り上げます。
●前夜祭
　　７月 29 日　
　　・10：00 ～式　　　典（留萌神社）
　　・11：00 ～在港船慰問（留 萌 港 ）
　　・17：30 ～前 夜 祭（船場公園特設会場） 
●本祭（やん衆あんどん）
　　７月 30 日
　　・18：20 ～あんどん出発式（市役所駐車場）
　　・18：45 ～やん衆あんどん市内パレード
　　・21：30 ～フィナーレ
　　るもい呑涛まつり実行委員会（市・経済港湾課内）
　　４２-１８４０
問

日
内

日
内

「るもい呑涛まつり」を開催します暮らし

▼これからの時期は、熱中症への注意が必要となり
ます。次の点に気を付けましょう。
①屋外での活動の際はこまめに水分補給しましょう。
②

③「頭痛」「吐き気」「高熱」「めまい」「ふらふらする」
　などの症状がある場合は、まず熱中症を疑いま
　しょう。
④熱中症の疑いがある場合は、涼しい場所に移動し、
　体を冷やし、冷水やイオン飲料を飲んで十分に休
　息を取りましょう。
⑤「温度に気を配ろう」「飲み物を持ち歩こう」「休
　息・栄養を取ろう」と声を掛け合いましょう。
　　市・保健医療課（はーとふる内）           ４９-６０５０

熱中症に気を付けましょう！暮らし

問

日

対

今回から、選挙権年齢が 18 歳以上に引き下
げられました。
留萌市で平成 28 年３月 21 日までに住民登
録し、引き続き３ヵ月以上住んでいる方

◎第24回参議院議員通常選挙については、市ホー
　ムページでも掲載しています。

問 ＨＰ

日

日

高齢者や乳幼児、体調不良の方などは、日中の車
内や密閉された場所、エアコンがなく温度調整が
できない場所などでも熱中症への注意が必要です。 日　　時 場　　所

ＤＭＣホーマック留萌店・
マックスバリュ留萌店前
留萌開発建設部前
保健福祉センターはーとふる前
市役所前
北海道合同庁舎前

７月 10 日

７月 12 日

７月 13 日
７月 14 日

10：00 ～ 16：00

10：00 ～ 12：30
14：00 ～ 16：00
10：00 ～ 16：00
10：00 ～ 16：00
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▼平成 28 年４月から 29 年３月分までの国民年金
保険料は月額 16,260 円です。保険料は、日本年金
機構から送られる納付書で、金融機関や郵便局、コ
ンビニで納めることができるほか、クレジットカー
ドやインターネットなどを利用した納付、前納割引
制度がお得な口座振替もあります。
　納期限までに納付がない場合は、電話や書面など
で納付の案内を行っています。また、指定された期
限を過ぎると延滞金が課せられるだけではなく、被
保険者本人または連帯納付の義務がある方（世帯主
および配偶者）の財産を差押えることがありますの
で、早めの納付をお願いします。
　なお、所得が少ないなど保険料の納付が困難な場
合は、免除・猶予される制度があります。
　　市・市民課　　　　　４２-１８０５
　　留萌年金事務所　　　４３-７２１１
問

▼国民年金保険料を未納のままでいると、障がいや
死亡などの不慮の事態が発生した場合に、障害基礎
年金・遺族基礎年金を受けられないことがあります。
　経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難
な場合は、「保険料免除制度」や「若年者（30 歳未
満）納付猶予制度」がありますので、住民登録をし
ている各市町村の国民年金窓口で手続きを行ってく
ださい。なお、申請書は窓口に備えてあります。
　平成 28 年度の免除などの受付は 7 月 1 日　 か
ら開始し、28 年 7 月分から 29 年 6 月分までの期
間を対象として審査を行います。
　また、26 年 4 月に法律が改正されており、2 年
１カ月前の月分までさかのぼって、免除申請を行う
ことができます。
　　市・市民課　　　　　４２-１８０５
　　留萌年金事務所　　　４３-７２１１
問

▼ 65 歳を迎えた方は第１号被保険者となり、市が
定めた介護保険料を納めることになります。誕生月
の前月にピンク色の被保険者証を交付しますので、
大切に保管してください。
　後日、月割計算した介護保険料の納付書を郵送し
ますので、期日まで納めてください。なお、平成
28 年度第１期の納期限は８月１日　 です。
◎例：今年７月２日に 65 歳になる方の月割計算
　年額 54,100 円（第５段階：世帯の中に市民税課
税者がいて、本人は市民税非課税で本人所得と年金
収入の合計が 80 万円を超える方）
※ 54,100 円÷ 12 カ月×９カ月＝ 40,574.99 ≒ 40,500 円

●年金からの天引きについて
　年金からの天引きは、誕生日によって天引き開始
月が異なります。また、年金からの天引きになる前
は、納付書払いになります。

　介護保険料について不明な点は、第 1 号被保険
者の方は市・介護支援課に、第 2 号被保険者（40
歳から 64 歳まで）の方はそれぞれの医療保険の保
険者にお問い合わせください。
　　市・介護支援課（はーとふる内）　　　４９-６０７０問

平成 28 年４月２日から 10 月１日
までに 65 歳になる方

平成 28 年 10 月２日から 29 年４月
１日までに 65 歳になる方

平成 29 年４月の
年金から開始

平成 29 年 10 月の
年金から開始

第 １ 期

第 ２ 期

第 ３ 期

第 ４ 期

第 ５ 期

第 ６ 期

第 ７ 期

第 ８ 期

平成 28 年   8 月　1 日

平成 28 年   8 月 31 日

平成 28 年   9 月 30 日

平成 28 年 10 月 31 日

平成 28 年 11 月 30 日

平成 28 年 12 月 26 日

平成 29 年  1 月 31 日

平成 29 年  2 月 28 日

保 険 料

5,500 円

5,000 円

5,000 円

5,000 円

5,000 円

5,000 円

5,000 円

5,000 円

平成 28 年度
介護保険料

40, 500 円

問

問

「国民年金保険料」は納期限までに
納めましょう税・年金・保険65 歳を迎えた方の介護保険料について税・年金・保険

「国民年金保険料免除などの申請」に
ついて税・年金・保険

▼ 20 歳以上の方を対象にした「いきいきクッキング
教室」を開催します。おいしいヘルシーメニューを
楽しく学びましょう。なお、当日は塩分測定を行い
ますので、普段食べているみそ汁をご持参ください。
　　７月 29日　   10：00 ～ 13：00
　　保健福祉センターはーとふる　調理実習室
　　20 人（定員になり次第締め切り）　　　500 円
　　７月 22 日　 までに下記へお申し込みください。
※当日はエプロン、三角巾、筆記用具をご持参ください。
　　留萌市食生活改善推進員協議会
　　（市・保健医療課（はーとふる内））　
 　　４９-６０５０

問

▼留萌産のイカを使用した、暑い夏の時期にぴった
りの「酢イカ」料理講習会を開催します。
　　８月５日　 　9：00 ～
　　10 人　　　　　　　1,200 円
　　７月 19 日　 から７月 29 日　 までに下記へ
　　お申し込みください。（日曜を除く）
※
　　風土工房こさえーる　　　４３-４５５６

日
定 費
申

問

日
所
定 費
申

「風土工房こさえーる料理講習会」の
ご案内学　ぶ

当日はエプロン、三角巾、マスクをご持参ください。

「いきいきクッキング教室」に参加
しませんか学　ぶ

▼重要有形民俗文化財「留萌のニシン漁撈（旧佐賀
家漁場）用具」および史跡「旧留萌佐賀家漁場」を
一般公開します。
　　８月３日　 ～９日　　10：00 ～ 16：00
　　国指定史跡旧留萌佐賀家漁場（市内礼受町）
　　有形民俗文化財および史跡の自由見学
※

　　市・教育委員会生涯学習課
　　４２-０４３５

日

問

「旧留萌佐賀家漁場」一般公開のご案内学　ぶ

内

▼市の乳幼児等医療費の助成内容が、平成 28 年 8
月の診療分から変わります。詳しくは、下記へお問
い合わせください。
●変更内容
　平成 28 年８月の診療分からは、保険適用分に係
る小学校就学前の乳幼児の医療費や小学生の入院に
係る医療費が医療機関の窓口で受給者証を提示する
と全額助成となります。
　また、医療費助成の受給資格である所得制限はな
くなります。

※

　　市・市民課　　　４２-１８０５問

「乳幼児等医療費」の助成内容に
つ い て保　健

受給者証を忘れたり、一部取り扱いができない健
康保険の場合や一部未対応の医療機関および道外
の医療機関等を受診した場合は、従来どおり２割
または３割の一部負担金を支払い、後日、市へ医
療費の助成申請を行ってください。（郵送可）

▼少子化対策の一つとして、体外受精および顕微授
精を受けている夫婦に対し、その治療費の一部を助
成します。詳しくは、下記へお問い合わせください。
●助成金額
 ・

　　北海道特定不妊治療費助成事業の助成を受けて
　　いる方
　　市・保健医療課（はーとふる内）           ４９-６０５０

「特定不妊治療費助成事業」について保　健

治療に要した医療費の自己負担額から、北海道の
助成金額を除いた額で 1 回につき上限 75,000 円

（初回の上限は 150,000 円）

問

対

【　従　来　】
 ・医療費の保険適用分に係る初診時一部負担金
　または１割負担

【平成 28 年８月の診療分から】
 ・負担なし（全額助成）

●実 施 期 間 　７月 11 日　 ～ 20 日

　　市・総務課　　　５６-５００５

 ・観光や夏型レジャーなどに伴う事故防止をはじ

★うっかり・ぼんやりによる
　交通事故を防止しましょう

★スピードダウンを意識して、
　安全運転を心がけましょう

■「夏の交通安全運動」が始まります！

問

●実施の重点

め、自動二輪車による事故防止や飲酒運転根絶
などを図るための活動を推進します。

職員の指示に従い、見学してください。なお、解説
をご希望の方には、職員が可能な範囲で対応します。

所

納　期　限

　　留萌警察署　　　４２-０１１０問



▼平成28年度留萌市文化賞候補者と留萌市文化奨
励賞候補者の推薦を受け付けます。
　推薦方法についてなど詳しくは、下記へお問い合
わせください。
　　提出期限　７月29日　 まで
　　表 彰 日　「文化の日」11月３日      　　　
　　①

　　②
　　市・教育委員会生涯学習課 
　　４２-０４３５

▼留萌開発建設部では、留萌管内８市町村と宗谷管内幌延町で治水や道路、港湾整備、農業農村整備などの
事業を進めています。詳細は、留萌開発建設部ホームページ（http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/）をご覧ください。

　　

※農業農村整備および水産基盤整備を除き、工事諸費は含まれていません。
　　留萌開発建設部技術管理課　　　４２-２３１２

平成 28 年度「留萌開発建設部事業費総括表および留萌市関連事業」について 留萌市以外から
 のお知らせ

事 項

治 水

道 路

港 湾 整 備
都 市 水 環 境
農業農村整備
水産基盤整備
合 計

平成 28 年度留萌市関連の主な事業

・留萌港建設（南防波堤改良ほか）

平成 27 年度
予 算 額

平成 28 年度
予 算 額

26 億 5,200 万円

96 億 4,200 万円

8 億 4,700 万円
1 億 4,300 万円
4 億 5,100 万円
2 億 5,600 万円

139 億 9,100 万円

20 億 3,300 万円

91 億 3,300 万円

7 億 9,700 万円
1 億 7,200 万円
5 億 4,700 万円
4 億 9,600 万円

131 億 7,800 万円

・留萌川河口部改修（導流堤改築など）
・留萌ダム管理用発電設備整備（発電設備設置など）
・深川留萌自動車道留萌大橋（Ｌ＝ 339 ｍ）
・深川留萌自動車道カモイワ高架橋（Ｌ＝ 305 ｍ）
・一般国道 232 号春日路肩拡幅（Ｌ＝ 2,340 ｍ）

（対前年度比：0.942）

問

231231

至

　留
萌
駅

留萌信用金庫本店

オロロンひまわり基金法律事務所
　　　　　（信和商事ビル２階４号室）

土・日、夜間
応相談

オロロンひまわり基金法律事務所

どうぞお気軽にご相談ください
●借金問題の初回相談無料

●業務時間／ 9：00 ～ 18：00  ●休業日／土・日・祝日 

▼ハローワーク留萌では、ＯＡ経理科（訓練期間　
８月18 日　 ～ 11月14日　 ）の受講生を募集し
ています。簿記会計やパソコンでの事務処理につい
て知識と技能を習得し、再就職を目指します。
　　募集期間　６月 ９ 日　 ～ ７ 月 ８ 日
　　留萌地域人材開発センター（パワスポ留萌）
　　15 人
　　受講無料
　　※テキスト代、各種検定受験料は別途
　　ハローワーク留萌　　　４２-０３８８

日

費

所

問

▼国立宮古海上技術短期大学校では、オープンキャ
ンパスの参加者を募集しています。
　オープンキャンパスでは、施設見学や操船シミュ
レータ体験、体験航海などを行います。
　詳しくは、下記へお問い合わせいただくか、また
は大学校ホームページ（http://www.miyako.mtea.
ac.jp）をご覧ください。
　　７月２日　 ・23 日　 ／ 10 月８日
　　国立宮古海上技術短期大学校教務課
　　０１９３-６２- ５３１６
問
日

定

日

▼「サマージャンボ等宝くじ」の収益金は、市町村
の明るく住みよいマチづくりに使われます。
　　発売期間  ７月６日　 から７月29 日 　まで
　　抽せん日  ８月９日  　 支払開始日  ８月 15 日
●サマージャンボ宝くじ
※発売総額 690 億円・23 ユニットの場合
 ・１等：５億円× 23 本　・前後賞各：１億円× 46 本
●サマージャンボミニ 7000 万
※発売総額 360 億円・12 ユニットの場合　
 ・１等：7,000 万円× 120 本

　　公益財団法人北海道市町村振興協会
　　０１１-２３２- ０２８１
問

問

対

「サマージャンボ等宝くじ」発売のご案内 留萌市以外から
 のお知らせ

「 留 萌 市 文 化 賞・ 文 化 奨 励 賞 」 の
推薦受付について市政情報・広報

長年にわたり留萌市の文化の進展に著しく貢
献し、推薦時に10年以上活動している個人
および団体
第三者からの推薦を受けること

日

▼旭川地方・家庭裁判所留萌支部では、夏休み子ど
も企画「裁判所ってどんなところ？みんなで体験！」
を開催します。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
　　７月28日　　13：15 ～ 16：05
　　旭川地方・家庭裁判所留萌支部
　　小学校５年生および６年生の児童
　　20 人
　　無料
　　・模擬裁判　　　・法廷見学
　　・クイズ大会
　　・裁判官への質問タイム
　　事前に下記へお申し込みください。
　　※先着順で、定員になり次第締め切ります。
　　旭川地方・家庭裁判所留萌支部庶務課 
　　４２-０４６５

日

問

対

「裁判所ってどんなところ？みんなで
体験！」開催のご案内

 留萌市以外から
 のお知らせ

▼放送大学では、平成28年10月の入学生を募集し
ています。
　授業は、心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然
科学分野など約300科目があります。関心のある科
目を自由に選ぶことができ、１科目だけでも学ぶこ
とができます。
　ご希望の方には、無料で詳しい資料を送付してい
ます。お気軽に下記へお問い合わせください。
　　出願期間　      　　　
　　・１回目　６月15日　 ～８月 31 日
　　・２回目　９月１日　 ～９月 20 日
　　授 業 料　１科目：11,000円（半年間）
　　　　　　　※教材費込み
　　放送大学北海道学習センター 
　　０１１-７３６- ６３１８
　　http://www.ouj.ac.jp

問

「放送大学 10 月入学生募集」について 留萌市以外から
 のお知らせ

費

ＨＰ

所

定
費
内

申

「国立宮古海上技術短期大学校」の
オープンキャンパスに参加しませんか

 留萌市以外から
 のお知らせ

「ＯＡ経理科受講生募集」のご案内 留萌市以外から
 のお知らせ

▼少額訴訟とは、60 万円以下の少額な金銭トラブ
ル（敷金の返還、ネットオークションの代金請求な
ど）を迅速に解決するための方法の一つです。原則
として１回の審理で解決でき、簡易裁判所備え付け
の用紙で申し立てを行うことができます。
　詳しくは、下記にお問い合わせいただくか、裁判
所ホームページ（http://www.courts.go.jp/）内で
掲載している「簡易裁判所の民事事件 Q ＆ A」を
ご覧ください。
　　留萌簡易裁判所　　　４２-０４６５問

少額訴訟について 留萌市以外から
 のお知らせ
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▼市では、下記の医療機関で受診することができる「特定健診・がん検診」の個別健（検）診を実
施しています。なお、受診する際は、事前に電話予約が必要となる場合があります。
　健（検）診日時など詳しくは、各医療機関へお問い合わせください。

　　市・市民課　　　４２-１８０５問

※子宮がん・乳がん検診は、平成 28年度で奇数年齢となる女性市民が対象となります。なお、受
　診間隔が 2年以上開いている方は、市・保健医療課へご相談ください。
※胃カメラ検診の料金は、健康保険の種類を問わず、4,500 円となります。
※生活保護世帯の方は、検診料金が無料となります。（胃カメラ検診を除く）

広報るもい　2016（平成 28）年 ■７月号

◎特定健診についてのお問い合わせは……市・市民課　　　　　　　　　　電話：42-1805

◎がん検診についてのお問い合わせは……市・保健医療課（はーとふる内）電話：49-6080

●特定健診・がん検診が受診できる医療機関

減
額
認
定
証
の
交
付
対
象

区分Ⅱ

区分Ⅰ

①世帯全員が住民税非課税である方

世帯全員が住民税非課税である方のうち、
下記のいずれかに該当する方

①世帯全員の所得が０円の方
　（公的年金収入のみの場合は、

　　その受給額が 80 万円以下）

②老齢福祉年金を受給している方

「後期高齢者医療保険料」「保険証（被保険者証）の一斉更新」などについて

▼平成 28 年度の後期高齢者医療保険料は、７月に個別にお知らせします。また、保険証（被保
険者証）が一斉に更新されます。

※年度の途中で加入した場合は、加入した月から月割で計算します。
※所得とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除額、必要経費などを差し引いた金額です。

●保険料の計算方法

【均等割】 【所得割】 【１年間の保険料】
１人当たりの額

49,809 円
本人の所得に応じた額

（平成 27 年中の所得－ 33 万円 ）×10.51％
（100 円未満切り捨て）

１年間の保険料の上限額は 57 万円

●保険料の軽減について
①均等割の軽減
 ・軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。また、被保険者ではない世帯主の所得

も判定の対象となります。なお、昭和 26 年１月１日以前に生まれた方の公的年金などに係る
所得については、さらに 15 万円を引いた額で判定します。

②所得割の軽減
 ・被保険者個人の所得で判定します。

軽減割合

９割軽減

8.5 割軽減

５割軽減

２割軽減

軽減割合

５割軽減

対象（所得が次の金額以下の世帯）
33 万円かつ被保険者全員が所得０円

（年金収入のみの場合は受給額 80 万円以下）
33 万円

33 万円 +（26 万５千円×世帯の被保険者数）

33 万円 +（48 万円×世帯の被保険者数）

対　　象

所得から 33 万円を引いた額が 58 万円以下の方

軽減後の年間均等割額

【年額】 4,980 円

【年額】 7,471 円

【年額】24,904 円

【年額】39,847 円

●保険証（被保険者証）の更新について（※新しい保険証は水色）
　現在ご使用の保険証は、平成 28 年７月末で有効期限が満了となり、使用できなくなります。
７月中に新しい保険証を交付します。新しい保険証の有効期限は、29年７月31日までとなります。  

● 減額認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）の更新について（※新しい減額認定証は黄緑色）

　　市・市民課　　　４２-１８０５
　　北海道後期高齢者医療広域連合　　　０１１-２９０- ５６０１
問
問

　現在ご使用の減額認定証は、平成 28 年７
月末で有効期限が満了となり、使用できなく
なります。７月中に新しい減額認定証を交
付します。新しい減額認定証の有効期限は、
29 年７月 31 日までとなります。
　なお、新たに必要となる方は、右記の交付
対象要件に該当することをご確認の上、下記
へ申請してください。  

「特定健診・がん検診」実施のご案内

●対象者および料金

医療機関

荻野病院

川上内科医院

たけうち内科循環器内科医院

藤田クリニック

留萌記念病院

留萌セントラルクリニック

わたべ整形外科医院

市立病院

北海道結核予防会（札幌市）

42-1406

43-6451

42-8820

42-1660

42-0271

43-9500

42-5011

49-1011

011-700-1331

電話番号
項　　目

特定健診 胃がん 胃カメラ 肺がん 大腸がん 子宮がん 乳がん

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○

項　　目

特定健診

心電図

胃がん

胃カメラ

肺がん

肺がん（喀
かくたん

痰検査）
大腸がん
　   頸部 + ＨＰＶ検査
　　　　　                （ヒトパピローマウイルス検査）

　   頸部のみ

　   頸・体部

乳がん

対象者
料　　金

一　般 市国保 75 歳以上

3,200 円

4,500 円

1,500 円

1,000 円

   500 円

3,000 円

2,000 円

2,400 円

子
宮
が
ん

   500 円

   500 円

1,000 円

4,500 円

1,000 円

無料

   500 円

1,000 円

1,000 円

1,000 円

   500 円

   500 円

無料

4,500 円

無料

無料

無料

無料

無料

頸部のみの料金に 1,000 円追加

 ・国民健康保険または後期高齢者医療制度加入者で 40 歳以上の市民

 ・特定健診を受診する方

 ・30 歳以上の市民

 ・30 歳以上の市民

 ・40 歳以上の市民

※必要がある場合に実施

 ・40 歳以上の市民

 ・20 歳以上 41 歳以下の女性市民

 ・42 歳以上の女性市民

 ・子宮がん検診を受診する方

 ・35 歳以上の女性市民


